
 

今
訴
訟
は
、
国
鉄
清
算
事
業

団
を
承
継
し
た
鉄
建
公
団
（
現

運
輸
機
構
）
に
対
し
、
原
告
団

が
①
解
雇
は
不
当
労
働
行
為
に

よ
る
無
効
な
も
の
で
あ
り
、
雇

用
関
係
が
存
在
す
る
確
認
と
未

払
賃
金
の
請
求
②
解
雇
有
効
の

場
合
、
予
備
的
請
求
と
し
て
、

不
当
労
働
行
為
を
原
因
と
す
る

採
用
差
別
に
よ
っ
て
、
希
望
す

る
JR
に
採
用
さ
れ
な
か
つ
た
こ

と
に
よ
り
被
っ
た
損
害
の
賠
償

を
求
め
た
事
案
で
あ
る
。

結
論
の
概
要

判
決
で
は
、
地
位
確
認
を
棄

却
し
、
予
備
的
請
求
に
つ
き
以

下
の
通
り
と
し
た
。

①
一
審
原
告
ら
（
②
③
を
除
く
）

に
５
５
０
万
円
の
損
害
賠
償
請

求
を
認
め
る
。
②
広
域
採
用
に

応
募
し
、
辞
退
し
た
者
６
名
は

各
２
７
５
万
円
の
損
害
賠
償
請

求
を
認
め
る
。
③
停
職
処
分
等

に
よ
り
採
用
基
準
に
該
当
し
な

か
っ
た
者
６
名
、
第
二
希
望
の

JR
に
採
用
さ
れ
こ
れ
を
辞
退
し

た
者
４
名
に
つ
い
て
は
請
求
を

棄
却
す
る
。

争
点
に
つ
い
て

主
な
争
点
は
、
①
国
鉄
清
算

事
業
団
か
ら
の
解
雇
の
効
力
、

②
国
鉄
の
不
法
行
為
の
有
無
、

③
損
害
請
求
の
消
滅
時
効
の
成

否
、
④
不
法
行
為
に
よ
る
損
害

の
範
囲
等
で
あ
り
、
ま
ず
①
に

つ
い
て
は
、
一
審
原
告
ら
の
国

鉄
清
算
事
業
団
か
ら
の
解
雇
が

無
効
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
一

審
同
様
却
下
さ
れ
た
。

②
に
つ
い
て
は
、
採
用
率
に
つ

い
て
顕
著
な
差
が
つ
い
た
理
由

と
し
て
「
所
属
組
合
に
よ
る
不

利
益
取
扱
い
が
あ
り
、
ま
た
国

鉄
は
国
労
嫌
悪
な
い
し
弱
体
化

の
意
図
を
持
っ
て
い
た
」
と
し
、

不
当
労
働
行
為
の
存
在
を
明
確

に
認
め
た
。

③
に
つ
い
て
は
、
採
用
候
補
者

名
簿
不
記
載
の
時
点
で
、
一
審

原
告
ら
が
採
用
の
可
能
性
を
断

た
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
容
易
に

認
識
で
き
た
と
は
い
え
ず
、
ま

た
JR
に
採
用
さ
れ
る
た
め
、
救

済
命
令
を
維
持
す
る
た
め
の
訴

訟
活
動
を
国
労
を
通
じ
て
行
っ

て
お
り
、
JR
に
採
用
さ
れ
な
い

こ
と
を
前
提
と
す
る
請
求
を
国

鉄
に
対
し
て
行
う
こ
と
は
、
相

矛
盾
す
る
態
度
を
指
摘
さ
れ
る

な
ど
し
て
不
利
益
を
生
じ
る
お

そ
れ
も
あ
り
、
平
成
15
年
の
最

高
裁
判
決
で
救
済
命
令
の
取
消

が
確
定
す
る
ま
で
は
、
一
審
原

告
ら
が
、
損
害
賠
償
請
求
が
可

能
な
程
度
に
損
害
及
び
加
害
者

を
知
っ
て
い
た
と
は
い
え
ず
、

請
求
権
は
時
効
消
滅
し
て
い
な

い
と
し
、
「
鉄
道
運
輸
機
構
訴

訟
の
中
西
判
決
」
で
門
前
払
い

さ
れ
た
「
時
効
論
」
を
否
定
し

た
。

④
に
つ
い
て
は
、
「
差
別
が
な

け
れ
ば
JR
に
採
用
さ
れ
た
で
あ

ろ
う
と
い
う
相
当
因
果
関
係
を

認
め
る
だ
け
の
事
情
は
な
い
」

と
し
「
地
位
確
認
」
を
却
下
し

た
。そ

の
上
で
「
公
正
な
選
考
が

さ
れ
れ
ば
一
審
原
告
ら
が
採
用

候
補
者
名
簿
に
記
載
さ
れ
る
可

能
性
が
あ
っ
た
た
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
」
「
不
公
正
な
選
考

に
基
づ
く
採
用
候
補
者
名
簿
不

記
載
に
よ
り
、
採
用
の
可
能
性

が
断
た
れ
た
」
と
し
、
「
一
審

原
告
ら
は
精
神
的
損
害
の
賠
償

を
求
め
得
る
」
と
結
論
付
け
た
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
精
神
的

損
害
に
対
す
る
慰
謝
料
と
し
て
、

冒
頭
の
結
論
の
概
要
の
内
容
を

言
い
渡
し
た
。

起
算
日
は
前
進

対
象
者
は
後
退

ま
た
判
決
で
は
一
審
判
決
に

50
万
（
弁
護
士
費
用
）
を
追
加

し
、
起
算
日
を
昭
和
62
年
の
採

用
差
別
の
時
点
に
遡
っ
た
。
一

方
で
被
処
分
者
の
扱
い
と
、
第

二
希
望
の
JR
に
採
用
さ
れ
た
も

の
の
、
辞
退
を
し
た
者
に
つ
い

て
は
棄
却
。
ま
た
広
域
採
用
に

貨
物
会
社
は
3
月
23
日
、
国

労
の
「
09
年
度
新
賃
金
等
の
支

払
い
に
関
す
る
申
し
入
れ
」
に

対
し
、
「
10
年
連
続
ベ
ア
ゼ
ロ
」

｢

55
歳
以
上
一
律
１
３
０
０
円

の
引
上
げ｣

「
諸
手
当
の
一
部

引
上
げ
」
な
ど
を
回
答
し
た
。

団
交
の
席
上
、
本
部
は
強
い

抗
議
の
意
思
表
示
を
行
い
、
ま

た
3
月
15
日
を
も
っ
て
一
方
的

に
廃
止
さ
れ
た
「
JR
カ
ー
ド
」

の
扱
い
と
合
わ
せ
て
組
合
員
は

全
国
か
ら
抗
議
行
動
を
展
開
し
、

再
検
討
・
再
回
答
を
求
め
て
き

た
が
、
3
月
30
日
13
時
、
こ
の

間
の
運
動
の
到
達
点
と
教
訓
を

踏
ま
え
、
妥
結
に
至
っ
た
。

ま
た
、
東
日
本
本
部
は
09
年
度

新
賃
金
な
ら
び
に
夏
季
手
当
に

つ
い
て
3
回
の
交
渉
を
重
ね
て

き
た
が
、
3
月
26
日
、
JR
東
日

本
会
社
よ
り
最
終
回
答
を
受
け

た
。
国
労
東
日
本
本
部
は
、

「
持
ち
帰
り
検
討
」
と
回
答
し
、

翌
27
日
、
国
労
本
部
と
も
検

討
し
妥
結
に
至
っ
た
。

更
に
09
年
度
夏
季
手
当
に
つ

い
て
も
同
時
妥
結
し
、
基
準
内

賃
金×

2
．
85
箇
月
、
満
55
歳

以
上
社
員
に
2
万
円
を
加
算
。

そ
の
他
、
口
頭
提
案
と
し
て

①
永
年
勤
続
35
年
表
彰
者
の
副

賞
金
20
万
円
（
現
行
18
万
円
）

②
契
約
社
員

平
成
21
年
度
の

契
約
満
了
者
に
限
り
、
精
勤
手

当
に
2
万
円
を
加
算
。
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3
月
27
日

団
交
（
申
21
号
・

総
合
車
セ
業
務
改
善
）

3
月
29
日

安
プ
ロ
・
各
支

部
業
長
合
同
会
議

4
月
1
日

４
・
１
中
央
集
会

4
月
8
日

09
春
闘
総
括
会
議

新賃金諸元 2009年度
社 員 数 59,700人
平均年齢 43.3歳
平均勤続年数 22.3年
基本給額 307,782円
都市手当 19,793円
扶養手当 10,088円
合 計 額 337,663円
定期昇給額 6,685円
基準内改善 0円

Ｊ
Ｒ
不
採
用
差
別
事
件
で
３
月
25
日
、
東
京
高
裁
事
第
17
部

（
南
敏
文
裁
判
長
）
は
、
高
裁
段
階
で
初
の
不
当
労
働
行
為

を
認
定
し
、
被
告
側
の
時
効
の
主
張
も
退
け
る
判
決
を
下
し

た
。
し
か
し
地
位
確
認
（
雇
用
関
係
）
は
一
審
同
様
否
定
を

し
た
。
原
告
は
国
労
の
闘
争
団
員
と
そ
の
遺
族
ら
３
０
４
名

で
、
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構

に
雇
用
関
係
の
確
認
と
損
害
賠
償
を
求
め
た
も
の
。

新賃金諸元 2009年度
社 員 数 7,041人
平均年齢 39.9歳
平均勤続年数 20.2年
基本給額 252,091円
都市手当 11,905円
扶養手当 6,900円
合 計 額 270,896円
定期昇給額 5,353円
基準内改善 0円

応
募
し
、
辞
退
し
た
者
に
つ

い
て
は
慰
謝
料
を
半
額
に
し
、

一
審
判
決
を
下
回
っ
た
。

判
決
理
由
の
説
明
後
、
南
裁

判
長
は
「
判
決
を
機
に
１
０
４

７
名
問
題
が
早
期
に
解
決
す
る

こ
と
を
望
む
」
と
付
言
。

ま
た
原
告
・
被
告
双
方
が
控

訴
し
た
。

貨
物
会
社
の
10
年
連
続
ベ

ア
ゼ
ロ
回
答
を
受
け
て
、
地

方
本
部
は
本
部
・
貨
物
協
議

会
と
連
携
を
取
り
、
地
方
に

お
け
る
抗
議
集
会
を
各
地
で

開
催
し
た
。

3
月
27
日
に
宮
城
集
会
を

宮
城
野
貨
物
駅
門
前
に
お
い

て
開
催
し
、
週
明
け
の
3
月

30
日
に
は
郡
山
工
場
支
部
と

郡
山
分
連
協
が
中
心
と
な
っ

て
そ
れ
ぞ
れ
抗
議
集
会
を
開

催
し
た
。

郡
山
工
場
支
部
集
会
は
、

郡
山
総
合
車
両
セ
ン
タ
ー
正

門
向
い
に
お
い
て
開
催
さ
れ

た
。
貨
物
郡
山
渡
辺
副
分
会

長
か
ら
は
「
こ
の
間
、
現
場

長
に
対
し
、
組
合
の
主
張
を

申
し
入
れ
て
き
た
。
会
社
は

７
年
連
続
黒
字
で
あ
る
が
、

ベ
ア
ゼ
ロ
は
10
年
連
続
。
大

変
不
満
で
あ
り
納
得
が
行
か

な
い
が
、
今
後
と
も
旅
客
・

貨
物
一
体
で
粘
り
強
く
闘
う
」

と
の
決
意
を
受
け
た
。

更
に
郡
工
支
部
と
各
分
会

の
代
表
か
ら
も
ベ
ア
ゼ
ロ
回

答
に
対
す
る
怒
り
と
闘
う
決

意
が
表
明
さ
れ
た
。

【
郡
工
・
橋
本
通
信
員
】



〇
主
催
者
あ
い
さ
つ

国
労
本
部

高
橋
伸
二
執
行
委
員
長

23
年
目
に
入
っ
た
。
当
事
者

の
苦
悩
は
消
し
去
る
こ
と
は
出

来
ず
、
「
解
決
」
を
見
ず
52
名

の
他
界
・
高
齢
化
な
ど
、
こ
れ

以
上
の
解
決
引
き
延
ば
し
は
許

さ
れ
な
い
。
裁
判
を
提
起
す
る

と
同
時
に
、
政
治
解
決
を
求
め

て
き
た
。
２
・
16
集
会
が
闘
い

と
運
動
の
到
達
点
で
あ
り
、
参

加
さ
れ
た
各
政
党
代
表
が
人
権

問
題
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
解

決
に
努
力
す
る
こ
と
で
合
意
を

し
て
い
る
。

解
決
に
向
け
た
環
境
は
、
７
・

14
南
裁
判
長
の
提
案
、
７
・
15

冬
柴
元
大
臣
の
コ
メ
ン
ト
、
高

裁
判
決
前
の
金
子
大
臣
の
コ
メ

ン
ト
、
議
会
意
見
書
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ

８
度
の
勧
告
、
３
・
25
判
決
と

裁
判
長
の
コ
メ
ン
ト
。
マ
ス
コ

ミ
論
評
も
「
解
決
が
望
ま
し
い
」

と
い
う
形
で
整
い
つ
つ
あ
る
。

日
本
政
府
の
良
識
を
求
め
た

い
。
裁
判
も
そ
れ
ぞ
れ
大
詰
め

を
迎
え
、
大
衆
行
動
と
合
わ
せ

て
闘
争
団
、
家
族
の
皆
さ
ん
の

気
持
ち
と
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら

悔
い
の
残
ら
な
い
闘
い
に
し
て

い
く
。

〇
情
勢
報
告

国
鉄
闘
争
共
闘
会
議

二
瓶
久
勝
議
長

07
年
10
月
以
降
、
「
４
者
・

４
団
体
」
は
政
治
解
決
を
求
め

て
取
り
組
み
を
進
め
て
き
た
。

高
裁
判
決
前
に
解
決
し
た
か
っ

た
。
我
々
の
力
量
不
足
も
あ
る

が
、
解
決
を
避
け
続
け
て
き
た

機
構
・
政
府
・
特
に
官
僚
の
責

任
を
強
く
指
摘
す
る
。
７
・
14

南
裁
判
長
の
提
案
、
７
・
15
冬

柴
元
大
臣
の
発
言
を
無
視
し
、

当
事
者
間
の
交
渉
を
行
う
姿
勢

も
な
か
っ
た
。

３
・
25
判
決
で
は
不
当
解
雇

を
認
定
せ
ず
、
金
額
的
に
も
極

め
て
不
満
、
し
か
し
一
審
よ
り

具
体
的
に
不
当
労
働
行
為
を
指

摘
・
認
定
し
た
。
運
輸
機
構
・

政
府
に
大
き
な
打
撃
で
あ
り
、

判
決
後
、
南
裁
判
長
は
「
早
期

に
解
決
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
」

と
、
異
例
の
コ
メ
ン
ト
。
マ
ス

コ
ミ
も
、
22
年
間
放
置
し
た
の

だ
か
ら
、
政
府
の
責
任
で
解
決

す
べ
き
と
一
斉
に
報
じ
た
。
更

に
、
２
・
16
集
会
の
陣
形
か
ら
、

自
民
党
も
こ
の
問
題
の
解
決
に

乗
り
出
さ
ざ
る
を
得
な
い
情
勢

と
認
識
。
３
月
26
日
、
「
４
者
・

４
団
体
」
会
議
を
開
催
し
、
引

き
続
き
早
期
に
政
治
解
決
を
求

め
て
い
く
事
を
確
認
。
そ
の
要

求
は
「
路
頭
に
迷
わ
な
い
」
解

決
で
あ
り
「
雇
用
、
年
金
、
解

決
金
」
。

「
４
者
・
４
団
体
」
は
更
に
、

大
衆
闘
争
と
裁
判
闘
争
を
強
化

し
、
退
路
を
断
ち
、
人
権
問
題

と
し
て
、
政
府
に
強
く
政
治
解

決
を
迫
る
決
意
だ
。

〇
報

告

鉄
建
公
団
訴
訟
東
京
高
裁
判

決
を
受
け
て

加
藤
晋
介
弁
護
士

評
価
か
ら
延
べ
る
。
①
一
審

よ
り
プ
ラ
ス
５
０
万
、
遅
延
金

３
年
さ
か
の
ぼ
り
一
人
１
１
５

５
万
円
に
な
る
。
一
方
、
６
名

の
も
の
が
追
加
応
募
辞
退
で
半

額
に
。
は
じ
か
れ
た
停
職
、
第

２
希
望
辞
退
者
が
５
名
か
ら
１

０
名
に
拡
大
。
原
審
の
枠
組
み

を
超
え
て
い
な
い
、
む
し
ろ
後

退
し
た
判
決
②
改
革
法
は
有
効
、

よ
っ
て
３
年
で
解
雇
は
無
効
で

は
な
い
③
損
害
賠
償
に
つ
い
て

は
、
組
合
所
属
が
左
右
し
、
葛

西
、
杉
浦
両
氏
の
言
動
、
現
場

管
理
者
の
言
動
か
ら
幹
部
の
不

当
労
働
行
為
、
あ
る
い
は
意
思

が
明
確
に
示
さ
れ
た
。
差
別
の

事
実
を
具
体
的
に
述
べ
て
い
る

点
で
は
評
価
で
き
る
。
ま
た
、

時
効
を
排
斥
し
た
③
た
だ
、
最

終
的
に
因
果
関
係
論
に
つ
い
て

超
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

国
労
だ
か
ら
な
の
か
、
勤
務
成

績
な
の
か
証
明
で
き
な
い
。
結

果
、
「
採
用
さ
れ
る
期
待
が
あ
っ

た
」
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
機
会

を
不
当
に
失
う
こ
と
に
な
っ
た

と
し
て
い
る
。
裁
判
長
が
裁
判

外
で
の
話
し
合
い
を
提
案
し
た

根
拠
は
、
裁
判
で
は
金
銭
賠
償

し
か
な
く
、
十
分
な
救
済
が
で

き
な
い
た
め
。
評
価
は
不
当
判

決
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
制
度
上

の
欠
陥
で
あ
り
「
最
高
裁
判
決
」

が
導
い
た
も
の
。
JR
の
責
任
を

免
罪
し
た
最
高
裁
こ
そ
が
、
労

働
委
員
会
命
令
で
の
解
決
を
遮

断
し
た
。

た
だ
闘
争
の
糧
は
残
し
て
く

れ
た
。
国
家
が
不
法
行
為
を
働

い
た
こ
と
を
残
す
の
は
恥
ず
か

し
く
屈
辱
的
で
あ
る
。
だ
か
ら

相
手
は
即
時
抗
告
し
た
の
で
あ

る
。こ

れ
か
ら
の
闘
い
に
つ
い
て

は
、
①
改
革
法
２
３
条
（
不
当

労
働
行
為
が
行
わ
れ
た
と
し
て

も
救
済
さ
れ
な
い
よ
う
な
法
律
）

を
作
っ
た
政
治
が
責
任
を
取
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
②
最
高

裁
判
決
で
は
少
数
意
見
は
労
働

委
員
会
で
扱
う
こ
と
を
求
め
た

が
、
多
数
意
見
は
労
働
委
員
会

で
な
く
と
も
裁
判
で
も
同
じ
よ

う
に
回
復
さ
れ
る
か
ら
勘
弁
し

て
く
れ
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

し
か
し
、
結
果
は
そ
う
は
な
ら

な
か
っ
た
。
政
治
解
決
を
求
め

て
い
く
と
同
時
に
最
高
裁
が
抜

け
道
を
作
っ
た
責
任
に
つ
い
て

も
求
め
て
い
く
。

〇
決
意
表
明

筑
豊
闘
争
団

原

正
明
氏

22
年
の
支
援
に
感
謝
と
御
礼

を
申
し
上
げ
る
。
長
く
厳
し
い

年
月
を
経
験
、
長
男
を
紹
介
す

る
。
夢
で
あ
る
航
空
機
整
備
、

そ
の
学
校
に
入
り
、
奨
学
金
の

対
象
に
も
な
れ
ず
バ
イ
ト
し
な

が
ら
苦
学
す
る
が
体
を
壊
し
あ

き
ら
め
た
、
今
は
理
学
療
法
士

に
な
っ
て
働
い
て
い
る
。
家
族
、

妻
に
支
え
ら
れ
て
闘
っ
て
き
た
。

４
名
の
女
性
闘
争
団
も
い
た
。

そ
の
中
の
一
人
を
紹
介
す
る
。

早
く
に
父
、
そ
し
て
交
通
事
故

で
姉
を
失
い
病
気
が
ち
で
入
退

院
を
繰
り
返
す
母
親
の
面
倒
を

見
て
き
た
。
物
販
や
清
掃
業
な

ど
を
こ
な
し
心
労
か
ら
か
髪
は

抜
け
落
ち
、
か
つ
ら
を
つ
け
仕

事
を
し
て
い
た
。
つ
い
に
病
に

倒
れ
、
見
舞
っ
た
際
に
「
何
か

欲
し
い
も
の
は
」
と
聞
く
と

「
菜
の
花
が
見
た
い
」
と
、
摘

ん
で
き
た
菜
の
花
を
眺
め
な
が

ら
「
も
う
思
い
残
す
こ
と
は
無

い
」
を
最
後
に
他
界
さ
れ
た
。

政
治
、
政
府
の
責
任
を
追
及

し
て
い
く
。
36
闘
争
団
、
全
動

労
争
議
団
は
勝
利
解
決
を
つ
か

み
取
る
。

稚
内
闘
争
団
家
族

田
中
廣
子
氏

３
月
25
日
に
メ
ー
ル
が
届
き
、

が
っ
か
り
し
た
。
裁
判
長
は
清

算
事
業
団
の
就
職
あ
っ
せ
ん
の

実
態
を
知
っ
て
い
る
の
か
。
ま

た
当
時
の
職
場
は
粉
塵
が
舞
う

よ
う
な
劣
悪
な
環
境
で
、
家
族

が
夫
の
健
康
を
心
配
し
て
要
請

に
言
っ
た
際
の
管
理
者
の
対
応

を
知
っ
て
い
る
の
か
・
・
・
。

管
理
者
は
３
年
で
逃
げ
て
し

ま
っ
た
。
裁
判
は
10
年
位
と
言

わ
れ
て
つ
い
て
き
た
。
昼
も
夜

も
働
い
た
。
楽
な
生
活
、
お
金

が
ほ
し
か
っ
た
。
子
供
は
ア
ル

バ
イ
ト
を
し
て
協
力
し
て
く
れ

た
。
先
日
、
家
族
で
温
泉
に
行
っ

た
と
き
「
好
き
な
道
を
進
ん
で
」

と
子
供
た
ち
か
ら
言
わ
れ
た
。

３
月
16
日
、
一
人
の
団
員
の

妻
が
他
界
し
た
。
早
く
解
決
し

た
い
。
そ
の
思
い
が
強
く
な
っ

て
い
る
。
82
歳
の
お
母
さ
ん
に

「
ま
だ
や
る
の
か
い
」
と
い
わ

れ
た
が
、
「
こ
の
ま
ま
で
、
こ

の
闘
い
は
終
わ
れ
な
い
」
と
返

し
た
。
勝
利
報
告
を
す
る
ま
で

頑
張
る
。

第２５４７号 国労仙台 ２００９年４月１０日

団結 抵抗 統一

３月２２日（日）、
郡山分会連絡協議会
事務所において、国
労 仙 台
工 作 協
議会第1
4回定期
委 員 会
が 開 催
された。
委員会では、新幹
線総合車両セにおけ
る施設利用や組織拡
大運動の成果、郡山
総合車両セにおける
外注化拡大問題や仮
台車故障、貨物職場
の新採教育やＪＲカー

ド廃止等について、
活発な議論が交わさ
れた。 また役員改

選にお
いて以
下の体
制を確
立した。

議 長 橋本 守弘
副議長 庄司 修
事務長 原子 清貴
幹 事 鈴木 英弘
〃 大川原邦幸
〃 橋本 光一
〃 千葉 秀治

【仙総・庄司通信員】

退
職
の
お
知
ら
せ

２
月
28
日

鈴
木
利
一
さ
ん

貨
物
福
島
分
会

白
田
和
正
さ
ん

郡
工
貨
物
分
会

嘱
託
再
雇
用

保
坂
直
悦
さ
ん

山
形
連
合
分
会

（
運
輸
区
）

渡
部
秀
夫
さ
ん

若
松
連
合
分
会

（保
線
）

エ
ル
ダ
ー

長
い
間
お
疲
れ
様
で
し
た

４
月
１
日
、
大
井
町
き
ゅ
り
あ
ん
ホ
ー
ル
に
お
い
て
、
「
４

者
・
４
団
体
」
主
催
に
よ
る
「
１
０
４
７
名
の
人
権
回
復
を
！

政
治
解
決
で
要
求
実
現
を
め
ざ
す
４
・
１
集
会
」
が
開
催
さ

れ
た
。
年
度
内
政
治
解
決
は
実
現
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
早

期
解
決
を
宣
言
し
た
と
言
え
る
「
３
・
25
判
決
」
直
後
の
集

会
で
あ
り
、
全
国
か
ら
１
５
０
０
人
が
結
集
し
会
場
を
埋
め

つ
く
し
た
。

解
決
の
引
き
延
ば
し
を
す
る
政
府
・
国
交
省
と

運
輸
機
構
を
許
さ
ず
、
責
任
の
追
及
と
早
期
解
決
を
求
め
る

気
迫
と
決
意
に
満
ち
た
集
会
と
な
っ
た
。


